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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＣＰＵと、
　前記複数のＣＰＵからアクセスされる複数のハードウエア資源と、
　前記複数のＣＰＵの各々に対応する記憶領域に設定され、自ＣＰＵと前記複数のハード
ウエア資源の各々とのレイテンシを示すレイテンシ情報を格納する複数のルーティングテ
ーブルと、
　前記複数のＣＰＵと前記複数のハードウエア資源との間で交換されるパケットのルーテ
ィングを行う複数のクロスバとを具備し、
　前記複数のＣＰＵの各々は、送信パケットを前記複数のハードウエア資源のうちの送信
先ハードウエア資源に送信するとき、前記複数のルーティングテーブルのうち自ＣＰＵに
対応するルーティングテーブルにおいて前記送信先ハードウエア資源に対応する前記レイ
テンシ情報を前記送信パケットに付加し、
　前記複数のクロスバの各々は、複数のパケットを受信したとき、受信した複数のパケッ
トの各々の前記レイテンシ情報を参照してレイテンシが大きいパケットを優先的に前記送
信先ハードウエア資源の方に送信する優先調停処理を実行する
　優先調停システム。
【請求項２】
　請求項１に記載された優先調停システムであって、
　前記レイテンシ情報は前記複数のＣＰＵの各々から前記複数のハードウエア資源の各々
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への片道レイテンシを示し、
　前記複数のハードウエア資源の各々は、返信パケットを前記複数のＣＰＵのうちの送信
先ＣＰＵに返信するとき、前記複数のＣＰＵの各々への片道レイテンシを示す復路レイテ
ンシ情報を格納するハードウエア資源側ルーティングテーブルを参照して、前記送信先Ｃ
ＰＵに対応する前記復路レイテンシ情報を前記返信パケットに付加し、
　前記複数のクロスバの各々は、前記複数のハードウエア資源の側から複数のパケットを
受信したとき、受信した複数のパケットの各々の前記復路レイテンシ情報を参照して、レ
イテンシが大きいパケットを優先的に前記送信先ＣＰＵの方に送信する
　優先調停システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載された優先調停システムであって、
　前記複数のルーティングテーブルの各々は、前記複数のＣＰＵのうちの自ルーティング
テーブルに対応するＣＰＵと前記複数のハードウエア資源の各々との間でのパケット転送
のルートを示すルーティング情報を格納する
　優先調停システム。
【請求項４】
　請求項３に記載された優先調停システムであって、
　前記ルーティング情報は前記複数のＣＰＵの各々から前記複数のハードウエア資源の各
々へのルートを示し、
　前記複数のハードウエア資源側ルーティングテーブルの各々は、前記複数のハードウエ
ア資源のうちの自ハードウエア資源側ルーティングテーブルに対応するハードウエア資源
から前記複数のＣＰＵ資源の各々へのパケット転送のルートを示す復路ルーティング情報
を格納する
　優先調停システム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載された優先調停システムであって、
　前記複数のクロスバの各々は、受信したパケットの前記レイテンシ情報を、前記優先調
停処理による待ち時間を加算した値に更新する
　優先調停システム。
【請求項６】
　複数のＣＰＵの各々に対応する記憶領域に、自ＣＰＵと複数のハードウエア資源の各々
とのレイテンシを示すレイテンシ情報を格納する複数のルーティングテーブルを設定する
ステップと、
　前記複数のＣＰＵの各々が、送信パケットを前記複数のハードウエア資源のうちの送信
先ハードウエア資源に送信するとき、前記複数のルーティングテーブルのうち自ＣＰＵに
対応するルーティングテーブルにおいて前記送信先ハードウエア資源に対応する前記レイ
テンシ情報を前記送信パケットに付加するステップと、
　前記複数のクロスバの各々が、複数のパケットを受信したとき、受信した複数のパケッ
トの各々の前記レイテンシ情報を参照してレイテンシが大きいパケットを優先的に前記送
信先ハードウエア資源の方に送信する優先調停処理を実行するステップ
　とを具備する優先調停方法。
【請求項７】
　請求項６に記載された優先調停方法であって、
　前記レイテンシ情報は前記複数のＣＰＵの各々から前記複数のハードウエア資源の各々
への片道レイテンシを示し、
　更に、前記複数のハードウエア資源の各々が、返信パケットを前記複数のＣＰＵのうち
の送信先ＣＰＵに返信するとき、前記複数のＣＰＵの各々への片道レイテンシを示す復路
レイテンシ情報を格納するハードウエア資源側ルーティングテーブルを参照して、前記送
信先ＣＰＵに対応する前記復路レイテンシ情報を前記返信パケットに付加するステップと
、
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　前記複数のクロスバの各々が、前記複数のハードウエア資源の側から複数のパケットを
受信したとき、受信した複数のパケットの各々の前記復路レイテンシ情報を参照して、レ
イテンシが大きいパケットを優先的に前記送信先ＣＰＵの方に送信するステップ
　とを具備する優先調停方法。
【請求項８】
　請求項６または７に記載された優先調停方法であって、
　前記複数のルーティングテーブルの各々は、前記複数のＣＰＵのうちの自ルーティング
テーブルに対応するＣＰＵと前記複数のハードウエア資源の各々との間でのパケット転送
のルートを示すルーティング情報を格納し、
　更に、前記複数のＣＰＵの各々が、前記複数のルーティングテーブルのうち自ＣＰＵに
対応するルーティングテーブルにおいて前記送信先ハードウエア資源に対応する前記ルー
ティング情報を前記送信パケットに付加するステップと、
　前記複数のクロスバの各々が、受信したパケットを前記ルーティング情報に設定された
ルーティング先に転送するステップ
　とを具備する優先調停方法。
【請求項９】
　請求項８に記載された優先調停方法であって、
　前記ルーティング情報は前記複数のＣＰＵの各々から前記複数のハードウエア資源の各
々へのルートを示し、
　前記複数のハードウエア資源側ルーティングテーブルの各々は、前記複数のハードウエ
ア資源のうちの自ハードウエア資源側ルーティングテーブルに対応するハードウエア資源
から前記複数のＣＰＵ資源の各々へのパケット転送のルートを示す復路ルーティング情報
を格納し、
　更に、前記複数のハードウエア資源の各々が、前記複数の復路ルーティングテーブルの
うち自ハードウエア資源に対応する復路ルーティングテーブルにおいて送信先ＣＰＵに対
応する前記復路ルーティング情報を前記返信パケットに付加するステップと、
　前記複数のクロスバの各々が、受信した前記返信パケットを前記復路ルーティング情報
に設定されたルーティング先に転送するステップ
　とを具備する優先調停方法。
【請求項１０】
　請求項６から９のいずれかに記載された優先調停方法であって、
　更に、前記複数のクロスバの各々が、受信したパケットのレイテンシ情報を、前記優先
調停処理による待ち時間を加算した値に更新する
　優先調停方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パケットの調停に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のＣＰＵからアクセス先の共有資源（メモリ、ＩＯ等）までの経路上に、調停回路
を有する複数のクロスバが存在する大規模ＳＭＰ（Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｍｕｌｔｉ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）コンピュータシステムが知られている。
【０００３】
　以下に、出願人が知り得た先行技術文献を記載する。
【特許文献１】特開２００５－３４０９５９号公報
【特許文献２】特開平９－３２１７９５号公報
【特許文献３】特開平１０－１３５９５２号公報
【特許文献４】特開平１１－３１２０９３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　物理的に経路の遠くに位置する共有資源へのアクセスは、複数のＬＳＩを経由して行わ
れる。そのため、レイテンシが長くなってしまうという欠点が存在する。さらに、経路途
中の調停回路において競合が発生した場合、該リクエストが待たされることがある。この
場合、該リクエストの完了までにかかるレイテンシは更に増大する。
【０００５】
　仮に、ＣＰＵ内に、経路の遠くに位置する共有資源にアクセスを要求する先行リクエス
トと、該先行リクエストの完了を待って発行される後続リクエストが存在した場合、先行
リクエストのレイテンシの増大は、後続リクエストの発行を遅らせる原因となる。その結
果、コンピュータシステム全体の性能を低下させてしまうという問題が存在した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による優先調停システムは、複数のＣＰＵと、複数のＣＰＵからアクセスされる
複数のハードウエア資源と、複数のＣＰＵの各々に対応する記憶領域に設定され、自ＣＰ
Ｕと複数のハードウエア資源の各々とのレイテンシを示すレイテンシ情報を格納する複数
のルーティングテーブルと、複数のＣＰＵと複数のハードウエア資源との間で交換される
パケットのルーティングを行う複数のクロスバとを備える。複数のＣＰＵの各々は、送信
パケットを複数のハードウエア資源のうちの送信先ハードウエア資源に送信するとき、複
数のルーティングテーブルのうち自ＣＰＵに対応するルーティングテーブルにおいて送信
先ハードウエア資源に対応するレイテンシ情報を送信パケットに付加する。複数のクロス
バの各々は、複数のパケットを受信したとき、受信した複数のパケットの各々のレイテン
シ情報を参照してレイテンシが大きいパケットを優先的に送信先ハードウエア資源の方に
送信する優先調停処理を実行する。
【０００７】
　本発明による優先調停方法は、複数のＣＰＵの各々に対応する記憶領域に、自ＣＰＵと
複数のハードウエア資源の各々とのレイテンシを示すレイテンシ情報を格納する複数のル
ーティングテーブルを設定するステップと、複数のＣＰＵの各々が、送信パケットを複数
のハードウエア資源のうちの送信先ハードウエア資源に送信するとき、複数のルーティン
グテーブルのうち自ＣＰＵに対応するルーティングテーブルにおいて送信先ハードウエア
資源に対応するレイテンシ情報を送信パケットに付加するステップと、複数のクロスバの
各々が、複数のパケットを受信したとき、受信した複数のパケットの各々のレイテンシ情
報を参照してレイテンシが大きいパケットを優先的に送信先ハードウエア資源の方に送信
する優先調停処理を実行するステップとを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、長経路のパケットや経路上の競合により待たされたパケットによるレイ
テンシの低下を抑制する優先調停装置及び優先調停方法が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。最初に、本実施の形態に
ついて概略的に説明する。
【００１０】
　本実施の形態の優先調停システムと優先調停方法は、リクエスタ（ＣＰＵ）からアクセ
ス先の共有資源（メモリ、ＩＯ等のハードウエア資源）までの経路上に、調停回路を有す
る複数のクロスバが存在する大規模ＳＭＰコンピュータシステムに適用される。
【００１１】
　リクエスタが発行するリクエストパケットのヘッダ部分に、レイテンシ値を記載するフ
ィールド（レイテンシフィールド）が設けられる。アクセスリクエストの行き先情報から
、行き先の共有資源までのルーティング情報と最短所要時間（最少レイテンシ）を求める
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ことが出来るルーティングテーブルが設けられる。ＣＰＵは、このルーティングテーブル
を参照して、パケットを生成する際にパケットヘッダのレイテンシフィールドに該レイテ
ンシテーブルから求めた経路通過で所要されるレイテンシ値を設定する。
【００１２】
　パケットの転送経路上で複数のパケットが同一経路を同時に使用することにより競合が
発生し、調停が必要となる場合がある。こうした場合、パケットヘッダのレイテンシ情報
を比較して、パケットが所用するレイテンシ値が大きなパケットを優先的に通過させる機
構が設けられる。この機構は、長経路のパケットのレイテンシを改善する。
【００１３】
　また、或るパケットが調停競合で一時的に待たされた際に、待たされた時間をパケット
ヘッダのレイテンシ値に加算する機構が設けられる。この機構は、該パケットを次回の調
停においては以前より高優先なパケットとすることを可能とする。その結果、該パケット
の次調停競合における更なるレイテンシ悪化が抑制される。
【００１４】
　次に、こうした優先調停システムと優先調停方法を実現するための具体的な構成につい
て説明する。図１に本実施の形態の構成を示す。図１を参照すると、本実施の形態におけ
る優先調停システム、優先調停方法が適用されるシステムは複数のＬＳＩで構成される。
このシステムは、リクエストパケットを送出する機能を有する４個のリクエスタＣＰＵ１
０１０、ＣＰＵ１０１１、ＣＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１１と、リクエストのアクセス先
となる４個の共有資源ＩＯＨ１２２０、ＩＯＨ１２２１、ＩＯＨ１３２０、ＩＯＨ１３２
１と、リクエスタＣＰＵ１０１０、ＣＰＵ１０１１、ＣＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１１と
共有資源ＩＯＨ１２２０、ＩＯＨ１２２１、ＩＯＨ１３２０、ＩＯＨ１３２１との間に位
置し、パケットの通過する経路を形成するクロスバＮＣ１０００、ＮＣ１１００、ＮＣ１
２００、ＮＣ１３００とを備える。
【００１５】
　これらのＬＳＩのうちの任意の２ＬＳＩ間は、一方から他方にデータを転送する単方向
の接続インタフェースと、他方から一方にデータを転送する単方向の接続インタフェース
との２本を束ねた双方向の接続インタフェースを介して接続される。
【００１６】
　リクエスタＣＰＵ１０１０およびＣＰＵ１０１１は双方向の接続インタフェースを介し
てクロスバＮＣ１０００と接続し、共有資源ＩＯＨ１２２０～ＩＯＨ１３２１に対するア
クセスリクエストをリクエストパケットとしてクロスバＮＣ１０００へ出力する機能およ
び、共有資源から処理完了通知として送出されるリプライパケットを受信する機能を有し
ている。
【００１７】
　同様に、リクエスタＣＰＵ１１１０およびＣＰＵ１１１１は双方向の接続インタフェー
スを介してクロスバＮＣ１１００と接続し、共有資源ＩＯＨ１２２０～ＩＯＨ１３２１へ
のアクセスリクエストパケットをクロスバＮＣ１１００へ出力する機能および、共有資源
からのリプライパケットを受信する機能を有している。
【００１８】
　また、各リクエスタＣＰＵ１０１０、ＣＰＵ１０１１、ＣＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１
１に対応する記憶領域には、自ＣＰＵからアクセスし得る共有資源毎に、パケット転送時
にクロスバで使用されるルーティング情報と、自ＣＰＵから行き先共有資源までパケット
を転送する際に最低必要な所要時間を表す最少レイテンシ情報（本実施の形態においては
片道レイテンシを示す）とを保持するルーティングテーブルＲ１０１０、Ｒ１０１１、Ｒ
１１１０、Ｒ１１１１が格納される。各リクエスタＣＰＵ１０１０、ＣＰＵ１０１１、Ｃ
ＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１１は、リクエストパケット出力時に、自ＣＰＵのルーティン
グテーブルを参照して、行き先の共有資源に対応するルーティング情報と最短レイテンシ
値をパケットヘッダの行き先指定フィールドおよびレイテンシフィールドに設定する機能
を有している。
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【００１９】
　図４はルーティングテーブルＲ１０１０、Ｒ１０１１、Ｒ１１１０、Ｒ１１１１のうち
の任意の一つのルーティングテーブルＲの構成および、パケットヘッダへの設定動作を示
している。ルーティングテーブルＲ内には共有資源毎にルーティング情報およびレイテン
シ情報（最短レイテンシ値）が保持されている。各リクエスタＣＰＵ１０１０、ＣＰＵ１
０１１、ＣＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１１は、行き先となる共有資源を指定することで、
対応するルーティング情報および最短レイテンシ値を取り出し、それらの値をパケットヘ
ッダの行き先指定フィールドＦ１とレイテンシフィールドＦ２にそれぞれ設定できる。
【００２０】
　共有資源ＩＯＨ１２２０、ＩＯＨ１２２１は、クロスバＮＣ１２００と双方向の接続イ
ンタフェースを介して接続し、全てのリクエスタＣＰＵからのリクエストパケットをクロ
スバＮＣ１２００経由で受信する機能を有している。同様に共有資源ＩＯＨ１３２０、Ｉ
ＯＨ１３２１も、クロスバＮＣ１３００と双方向の接続インタフェースを介して接続し、
全てのリクエスタＣＰＵからのリクエストパケットをクロスバＮＣ１３００経由で受信す
る機能を有している。
【００２１】
　リクエストパケットを受信した共有資源ＩＯＨ１２２０～１３２１は、リクエスタＣＰ
Ｕからのリクエストパケットを解析し、適当な処理（共有資源に対するリードやライト等
）を行う。その後、共有資源ＩＯＨ１２２０～１３２１は、リクエスタＣＰＵを送信先Ｃ
ＰＵとして対するリプライパケットを生成し、接続するクロスバへ送出する。
【００２２】
　共有資源ＩＯＨ１２２０～１３２１は、リクエスタＣＰＵが有するルーティングテーブ
ルと同等機能のハードウエア資源側ルーティングテーブルＲ１２２０、１２２１、１３２
０、１３２１を内部に有し、リクエスタＣＰＵ１０１０～１１１１によるリクエストパケ
ット生成と同様の機能を有する。すなわち、共有資源ＩＯＨ１２２０～１３２１は、リプ
ライパケット出力時に、リクエスト発行元のリクエスタＣＰＵを送信先ＣＰＵとする。共
有資源ＩＯＨ１２２０～１３２１は、送信先ＣＰＵに対応するルーティング情報である復
路ルーティング情報と最短レイテンシ値を示す復路レイテンシ情報を返信パケットのパケ
ットヘッダの行き先指定フィールドおよびレイテンシフィールドに設定する。
【００２３】
　クロスバＮＣ１０００は隣接するクロスバＮＣ１１００、ＮＣ１２００および、リクエ
スタＣＰＵ１０１０、ＣＰＵ１０１１と双方向の接続インタフェースを介して接続し、Ｌ
ＳＩ間でパケットの入出力を行う機能を有している。クロスバＮＣ１０００内の各接続イ
ンタフェースにはポート番号が割り当てられている。クロスバＮＣ１１００との接続イン
タフェースはポート２、クロスバＮＣ１２００との接続インタフェースはポート３、リク
エスタＣＰＵ１０１０との接続インタフェースはポート０、リクエスタＣＰＵ１０１１と
の接続インタフェースはポート１と割りあてられる。
【００２４】
　同様に、クロスバＮＣ１１００は隣接するクロスバＮＣ１０００、ＮＣ１３００および
、リクエスタＣＰＵ１１１０、ＣＰＵ１１１１と双方向の接続インタフェースを介して接
続し、ＬＳＩ間でのパケットの入出力を行う機能を有している。クロスバＮＣ１１００内
の各接続インタフェースは、クロスバＮＣ１０００と同様にポート番号が割り当てられて
いる。クロスバＮＣ１０００との接続インタフェースはポート３、クロスバＮＣ１３００
との接続インタフェースはポート２、リクエスタＣＰＵ１１１０との接続インタフェース
はポート０、リクエスタＣＰＵ１１１１との接続インタフェースはポート１と割りあてら
れる。
【００２５】
　前述のクロスバと同様に、クロスバＮＣ１２００は隣接するクロスバＮＣ１０００、Ｎ
Ｃ１３００および、共有資源ＩＯＨ１２２０、ＩＯＨ１２２１と双方向の接続インタフェ
ースを介して接続し、ＬＳＩ間でのパケットの入出力を行う機能を有している。クロスバ
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ＮＣ１２００内の各接続インタフェースは、前述のクロスバと同様にポート番号が割り当
てられている。クロスバＮＣ１０００との接続インタフェースはポート２、クロスバＮＣ
１３００との接続インタフェースはポート３、共資源ＩＯＨ１２２０との接続インタフェ
ースはポート１、共有資源ＩＯＨ１２２１との接続インタフェースはポート０と割りあて
られる。
【００２６】
　前述のクロスバと同様に、クロスバＮＣ１３００は隣接するクロスバＮＣ１１００、Ｎ
Ｃ１２００および、共有資源ＩＯＨ１３２０、ＩＯＨ１３２１と双方向の接続インタフェ
ースを介して接続し、ＬＳＩ間でのパケットの入出力を行う機能を有している。クロスバ
ＮＣ１３００内の各接続インタフェースは、前述のクロスバと同様にポート番号が割り当
てられている。クロスバＮＣ１２００との接続インタフェースはポート２、クロスバＮＣ
１１００との接続インタフェースはポート３、共資源ＩＯＨ１３２０との接続インタフェ
ースはポート１、共有資源ＩＯＨ１３２１との接続インタフェースはポート０と割りあて
られる。
【００２７】
　各クロスバＮＣ１０００～ＮＣ１３００はリクエストパケットとリプライパケットの区
別は行わず、パケットヘッダに存在するルーティング情報に従い、パケットを行き先ＩＯ
Ｈ１２２０～１３２１またはＣＰＵ１０１０～ＣＰＵ１１１１へ転送することを目的とし
て動作する。各クロスバＮＣ１０００～ＮＣ１３００は内部にパケット受信部および出力
調停部を接続インタフェース毎に有する。各クロスバＮＣ１０００～ＮＣ１３００が接続
インタフェースから受信するパケットは、受信部で一旦保持される。調停制御部から出力
されるパケットは接続インタフェースを経由して、他のＬＳＩで受信される。
【００２８】
　図２はクロスバ内部のパケット受信部および出力調停部の動作を示している。本実施の
形態の構成である図１のクロスバ構成では、クロスバ１個あたりポートが４個存在する。
そのため、実際は４個のパケット受信部と４個の出力調停部の図が適当ではあるが、図２
ではこれを簡略化しており、２個のパケット受信部と１個の出力調停部について表してい
る。
【００２９】
　各パケット受信部は、受信バッファと行き先解析回路Ｃ１を有している。受信バッファ
は、受信パケットを一旦保持する。行き先解析回路Ｃ１は、受信バッファに保持されたパ
ケットのパケットヘッダの行き先指定フィールドを解析して、パケットの出力先ポートを
決定し、該出力先ポートの出力調停回路Ｃ２に対して調停リクエストを出力する。また、
各パケット受信部は、行き先解析回路Ｃ１で決定した行き先ポートの出力調停回路Ｃ２に
対して、調停リクエストを出力すると同時に、パケットヘッダのレイテンシフィールドの
値を出力する機能も有している。
【００３０】
　各パケット受信部は、出力調停部から使用許可信号（ＧＮＴ信号）を受信したら、受信
バッファからパケットを取出し、出力ポートへパケットを送出する機能を有している。
【００３１】
　各パケット受信部は、以下に説明するように、パケット毎に調停の結果に応じてレイテ
ンシ値を書き換える機能を有する。各パケット受信部は、出力先ポートの出力調停回路Ｃ
２に調停リクエストを出力しても、直ぐにＧＮＴ信号が出力されない場合は、受信バッフ
ァからパケットを取り出すことなく、ＧＮＴ信号を受信するまで待ち状態（調停待ち状態
）となる。各パケット受信部は、この間、パケットヘッダのレイテンシフィールド値に待
ち時間を加算し、レイテンシフィールドを更新する。すなわち、パケット受信部が調停待
ち状態となった場合、その間、ヘッダのレイテンシフィールドを加算し続け、該値をレイ
テンシフィールド値として出力調停部へ出力し続ける。
【００３２】
　クロスバ内の出力調停部は、調停回路Ｃ２を有している。調停回路Ｃ２は、クロスバ内
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の各ポートのパケット受信部から調停リクエストを受信した際に、それら調停リクエスト
から使用許可ポートを一つだけに決定し、該ポートに対し出力ポートの使用許可通知とし
てＧＮＴ信号を出力する。調停回路Ｃ２は、各パケット受信部から出力されているパケッ
トヘッダ内のレイテンシフィールド値に基づいて出力ポートの使用を許可する優先調停機
能を有している。この機能により、使用許可ポートを決定する際に、レイテンシ値が大き
な調停リクエストに対して優先的に出力ポートの使用が許可される。
【００３３】
　また、クロスバ内の出力調停部は、調停回路Ｃ２が決定した使用許可ポートからパケッ
トを受信し、接続インタフェースに送出する機能を有するパケット送信部を有している。
【００３４】
　次に、以上の構成を備えたシステムの動作について説明する。図３は本実施の形態の動
作例を示している。図３は図１の構成とほぼ同じ構成で、各要素の番号も千番台が三千番
台になっているだけである。動作の説明に登場しない部分は削除した。以降では図３を参
照し、長経路のパケット転送における優先調停の動作および、調停競合で遅れたパケット
に対する優先調停の動作の一例を説明する。
【００３５】
［動作例の説明における前提］
　本動作例では、リクエスタＣＰＵ３０１０から送信先のハードウエア資源である共有資
源ＩＯＨ３３２０までの経路は、クロスバ３０００、クロスバ３２００およびクロスバ３
３００経由とする（経路１）。
　本動作例では、リクエスタＣＰＵ３０１１から共有資源ＩＯＨ３２２０までの経路は、
クロスバ３０００およびクロスバ３２００経由とする（経路２）。
　本動作例では、リクエスタＣＰＵ３１１０から共有資源ＩＯＨ３２２０までの経路は、
クロスバ３１００、クロスバ３３００およびクロスバ３２００経由とする（経路３）。
【００３６】
　経路の最短レイテンシ値は、本実施の形態の動作例においてはクロスバ１個当たりの通
過レイテンシを１０と設定される。即ち、経路１および経路３の最短レイテンシ値は３０
、経路２の最短レイテンシは２０である。
　また、本実施の形態の動作例において、調停待ち時間は一律１５と設定される。
　尚、パケットヘッダに設定するルーティング情報については、本実施の形態の動作説明
では詳しく言及しないが、一般的なルーティング情報相当のものである。ルーティング情
報は、クロスバ内で解析することにより、出力先のポートが判断できる情報を含んでいる
ものとして扱う。
【００３７】
［長経路のパケット転送における優先調停］
　リクエスタＣＰＵ３０１０は共有資源ＩＯＨ３２２０へのリクエストパケットを生成し
、クロスバＮＣ３０００へ送出する。この際、リクエスタＣＰＵ３０１０は、共有資源Ｉ
ＯＨ０３２２０までのルーティング情報および最短レイテンシ値（＝３０）を自ＣＰＵの
ルーティングテーブルから求め、パケットのヘッダの行き先指定フィールドと、レイテン
シフィールドに設定する。リクエスタＣＰＵ２０１０からのリクエストパケットはクロス
バＮＣ３０００のポート０のパケット受信部に受信される。クロスバＮＣ３０００のポー
ト０のパケット受信部は、受信したパケットのパケットヘッダ内の行き先指定フィールド
を参照し、出力先はポート３と判断し、クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部に
対して調停リクエストを出力する。また、これと同時にリクエスタＣＰＵ３０１０からの
リクエストパケットのレイテンシフィールド値（＝３０）もクロスバＮＣ３０００のポー
ト３の出力調停部に対して出力する。
【００３８】
　クロスバＮＣ３０００のポート０のパケット受信部がリクエスタＣＰＵ３０１０からの
リクエストパケットを受信すると同時に、クロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受
信部は、リクエスタＣＰＵ３０１１から共有資源ＩＯＨ３２２０行きのリクエストパケッ
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トを受信する。クロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部は、受信したパケット
のパケットヘッダ内の行き先指定フィールドを参照し、出力先はポート３と判断し、クロ
スバＮＣ３０００のポート３の出力調停部に対して調停リクエストを出力する。また、こ
れと同時にリクエスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットのレイテンシフィールド
値（＝２０）もクロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部に対して出力する。
【００３９】
　クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部は、以下のように優先調停処理を実行す
る。出力調停部は、クロスバＮＣ３０００のポート０のパケット受信部とクロスバＮＣ３
０００のポート１のパケット受信部から同時に調停リクエストを受信する。この時、クロ
スバＮＣ３０００のポート３の出力調停部はポート０とポート１から受信するレイテンシ
フィールド値（ポート０：ポート１＝３０：２０）を比較し、より値の大きいポート０側
のリクエストを優先的に通過させるリクエストであると判断して、クロスバＮＣ３０００
のポート０に対してＧＮＴ信号を出力する。
【００４０】
　クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部からＧＮＴ信号を受信したクロスバＮＣ
３０００のポート０のパケット受信部は、該パケットをクロスバＮＣ３０００のポート３
に送出する。この際、調停による待ち時間は無いため、パケットヘッダのレイテンシフィ
ールドの加算は行われない。
【００４１】
　クロスバＮＣ３０００のポート３から出力されたリクエスタＣＰＵ３０１０からのリク
エストパケットは、クロスバＮＣ３２００のポート２のパケット受信部に受信され、クロ
スバＮＣ３２００のポート３の出力調停部へ送出される。ここでは他のパケットとの競合
は無いため、パケットは調停無しで通過する。調停で待たされることが無いため、パケッ
トヘッダのレイテンシフィールド値は加算されない。
【００４２】
　クロスバＮＣ３２００のポート３から送出されたリクエスタＣＰＵ３０１０からのリク
エストパケットは、クロスバＮＣ３３００のポート２のパケット受信部に受信され、クロ
スバＮＣ３３００のポート１の出力調停部へ出力される。ここでも他のパケットとの競合
は無いため、パケットは調停無しで通過する。調停で待たされることが無いため、パケッ
トのヘッダのレイテンシフィールド値は加算されない。
【００４３】
　クロスバＮＣ３３００のポート１から共有資源ＩＯＨ３３２０に到達したリクエスタＣ
ＰＵ３０１０からのリクエストパケットの転送経路における総レイテンシは、該パケット
ヘッダのレイテンシフィールドの値と一致する。そのため、本動作例の場合、該パケット
は最短レイテンシ（レイテンシフィールドの値＝３０）で共有資源ＩＯＨ３３２０への経
路を通過する。
【００４４】
　本動作例では、リクエスタＣＰＵ３０１０からのリクエストパケットの転送経路におい
て、出力調停部での競合が１回しかなかった。しかし、この経路上の全てのクロスバ内で
競合が起きた場合、計３回、調停競合が発生し、各調停部においてレイテンシ値の比較に
よる優先調停が行われる。この場合、競合相手のパケットが一度も調停待ちを行っていな
いパケットであるならば、本構成例において最長経路であるクエスタＣＰＵ３０１０から
のリクエストパケットより優先なパケットは存在しない。そのため、競合があったケース
においても、該パケットは最短レイテンシで通過できる可能性が高い。
【００４５】
［調停競合で遅れたパケットの優先調停］
　リクエスタＣＰＵ３０１０は共有資源ＩＯＨ３２２０へのリクエストパケットを生成し
、クロスバＮＣ３０００へ送出する。この際、リクエスタＣＰＵ３０１０は、共有資源Ｉ
ＯＨ０３２２０までのルーティング情報および最短レイテンシ値をルーティングテーブル
Ｒから求め、パケットのヘッダの行き先指定フィールドＦ１と、レイテンシフィールドＦ
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２に設定する。
【００４６】
　リクエスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットはクロスバＮＣ３０００のポート
１のパケット受信部に受信される。クロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部は
、受信したパケットのパケットヘッダ内の行き先指定フィールドＦ１を参照し、出力先は
ポート３と判断し、クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部に対して調停リクエス
トを出力する。これと同時にリクエスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットのレイ
テンシフィールドＦ２の値＝２０もクロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部に対し
て出力する。
【００４７】
　クロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部がリクエスタＣＰＵ３０１１からの
リクエストパケットを受信すると同時に、クロスバＮＣ３０００のポート０のパケット受
信部は、リクエスタＣＰＵ３０１０から共有資源ＩＯＨ３３２０行きのリクエストパケッ
ト（レイテンシフィールド値＝３０）を受信する。クロスバＮＣ３０００のポート０のパ
ケット受信部は、ポート１のパケット受信部と同じく、クロスバＮＣ３０００のポート３
の出力調停部に対して調停リクエストを出力する。
【００４８】
　クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部は、クロスバＮＣ３０００のポート０の
パケット受信部とクロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部から同時に調停リク
エストを受信する。この時、クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部はポート０と
ポート１から受信するレイテンシフィールド値（ポート０：ポート１＝３０：２０）を比
較し、値の大きいポート０側のリクエストを優先的に通過させるリクエストであると判断
して、クロスバＮＣ３０００のポート０に対してＧＮＴ信号を出力する。クロスバＮＣ３
０００のポート３の出力調停部は、ポート０のパケット受信部からポート３行きのパケッ
ト出力が完了するまで、ポート１に対するＧＮＴ信号の出力は抑止する。その間、クロス
バＮＣ３０００のポート１のパケット受信部は調停待ち状態となる。
【００４９】
　クロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部は、調停待ち状態の期間中、ＣＰＵ
３０１１からのリクエストパケットのパケットヘッダのレイテンシフィールドに調停待ち
時間を加算し続ける。また、該加算したレイテンシフィールド値を次回の調停のレイテン
シ値として使用されるように、クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部へ出力し続
ける。
【００５０】
　クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停部は、クロスバＮＣ３０００のポート０の
パケット受信部がパケットの出力を完了すると、クロスバＮＣ３０００のポート１のパケ
ット受信部に対してＧＮＴ信号を出力する。クロスバＮＣ３０００のポート３の出力調停
部からＧＮＴ信号を受信したクロスバＮＣ３０００のポート１のパケット受信部は、調停
による待ち時間（＝１５）をパケットヘッダのレイテンシフィールドに加算する。その結
果、レイテンシ値＝３５の状態で、該パケットがクロスバＮＣ３０００のポート３に出力
される。
【００５１】
　クロスバＮＣ３０００のポート３から出力されたリクエスタＣＰＵ３０１１からのリク
エストパケットは、クロスバＮＣ３２００のポート２のパケット受信部に受信される。ク
ロスバＮＣ３２００のポート２のパケット受信部は、受信したリクエスタＣＰＵ３０１１
からのリクエストパケットのパケットヘッダを解析し、共有資源ＩＯＨ３２２０と接続す
るクロスバＮＣ３２００のポート１の出力調停部へ調停リクエストおよびレイテンシ値＝
３５を出力する。
【００５２】
　クロスバＮＣ３２００のポート２のパケット受信部がリクエスタＣＰＵ３０１１からの
リクエストパケットを受信すると同時に、クロスバＮＣ３２００のポート３のパケット受
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信部は、リクエスタＣＰＵ３１１０から共有資源ＩＯＨ３２２０行きのリクエストパケッ
ト（レイテンシフィールド値＝３０）を受信する。クロスバＮＣ３２００のポート３のパ
ケット受信部は、ポート２のパケット受信部と同じく、クロスバＮＣ３２００のポート１
の出力調停部に対して調停リクエストを出力する。
【００５３】
　クロスバＮＣ３２００のポート１の出力調停部は、クロスバＮＣ３２００のポート２の
パケット受信部とクロスバＮＣ３２００のポート１のパケット受信部から同時にリクエス
トを受信する。
【００５４】
　本実施の形態の構成上、クロスバＮＣ３２００のポート２のパケット受信部に存在する
リクエスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットから共有資源ＩＯＨ３２２０までの
距離よりも、クロスバＮＣ３２００のポート３のパケット受信部に存在するリクエスタＣ
ＰＵ３１１０からのリクエストパケットから共資源ＩＯＨ３２２０までの距離の方が長距
離である。そのため、最短レイテンシの値ではリクエスタＣＰＵ３１１０からのリクエス
トパケットの方が高優先のリクエストとなる。しかし、本実施の形態のケースでは、リク
エスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットのレイテンシ値の方が、クロスバＮＣ３
０００で待たされた時間分が加算されている。従って、クロスバＮＣ３２００のポート１
の出力調停部において、クロスバＮＣ３２００のポート２が高優先なポートと判断され、
ポート２に対するＧＮＴ信号が先に出力される。
【００５５】
　クロスバＮＣ３２００のポート１の出力調停部からＧＮＴ信号を受信したクロスバＮＣ
３２００のポート２のパケット受信部は、該パケットをポート１に送出する。この際、調
停による待ち時間は無いため、パケットヘッダのレイテンシフィールドの値は加算されな
い。
【００５６】
　クロスバＮＣ３２００のポート１から送出され、共有資源ＩＯＨ３２２０に到達したリ
クエスタＣＰＵ３０１１からのリクエストパケットの総レイテンシは、該パケットヘッダ
のレイテンシフィールドの値と一致する。そのため総レイテンシは、最短レイテンシにク
ロスバＮＣ３０００およびＮＣ３２００で待たされた時間を加えた値となる。本実施例の
場合、調停待ち時間は、クロスバＮＣ３０００内での待ち時間の１５だけであり、クロス
バＮＣ３２００では優先的に通過したため待ち時間は無く、そのパケットは結果レイテン
シ値＝３５で通過出来る。結果として、クロスバＮＣ３０００での調停待ち発生以降のレ
イテンシの低下は抑制されたことになる。
【００５７】
　以上で説明した機構により、転送経路の長いリクエストパケットは優先的にクロスバ内
の調停部を通過できる。また、途中経路の競合で待たされたパケットも、その後の競合に
おいては優先的に経路を通過できる可能性が高くなる。
【００５８】
　これらの効果から、ボトルネックとなりうる長経路のパケット、および、経路上の競合
のために待たされたパケットのレイテンシの低下を抑制できる。その結果、大規模ＳＭＰ
コンピュータシステムの性能を改善することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】優先調停システム、優先調停方法が適用されるシステムの構成を示す。
【図２】クロスバの構成と動作を説明するための図である。
【図３】パケットの転送について説明するための図である。
【図４】ルーティングテーブルとパケットヘッダを示す。
【符号の説明】
【００６０】
ＣＰＵ１０１０、１０１１、１１１０、１１１１　リクエスタ
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Ｒ１０１０、１０１１、１１１０、１１１１、１２２０、１２２１、１３２０、１３２１
　ルーティングテーブル
ＮＣ１０００、１１００、１２００、１３００　クロスバ
ＩＯＨ１２２０、１２２１、１３２０、１３２１　共有資源
Ｃ１　行き先解析回路
Ｃ２　調停回路
ＣＰＵ３０１０、３０１１、３１１０　リクエスタ
Ｒ３０１０、３０１１、３１１０、３２２０、３３２０　ルーティングテーブル
ＩＯＨ３２２０、３３２０　共有資源
Ｒ　ルーティング
Ｆ１　行き先指定フィールド
Ｆ２　レイテンシフィールド

【図１】 【図２】
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